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令和３年度定期監査（都市建設部）結果の報告について 

 

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果につ

いて、同条第９項の規定により報告を決定したので、別紙のとおり提出します。 

なお、本内容は同条第９項の規定により、公表いたしますことを申し添えます。 

 また、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、同条

第１４項の規定により、その旨を通知願います。 

 

  

㊢ 



令和３年度定期監査（都市建設部）結果報告書 

 

 第１ 監査の種類 

    地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく監査 

 

 第２ 監査の期間 

    令和３年１２月１日（水）から令和４年３月２３日（水） 

 

 第３ 監査の対象 

    都市建設部の令和３年４月１日から令和３年１１月３０日までに執行された、財務等に

関する事務の執行 

 

 第４ 監査の着眼点 

    別紙１のとおり 

 

 第５ 監査の方法 

    財務等に関する事務の執行が、関係法令等に基づき適正かつ合理的、効率的に行われて 

いるかを主眼に、関係書類を試査、精査するとともに、職員から説明聴取を実施した。 

 

第６ 監査対象部局等の概要 

１ 職員配置状況 

課 名 部長 参事 副参事 主査 
主任 

主事 
再任用 

会計年度

任用職員 
合計 

都市建設部 1 0 5 11 34 1 4 56 

 都市計画課  2 3 7 1  13 

 

土木課  1 4 13  2 20 

建築課  1 1 9  1 12 

下水道課  1 3 5  1 10 

※下水道課の主査（公営企業会計等担当）については、下水道課長が事務取扱となっているた 

め、人数に含めない。 



２ 事務分掌 

都市計画課 

 計画調整係 

    (1) 都市計画審議会に関すること。 

(2) 街づくり審査会に関すること。 

(3) 都市計画事業の補助金(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

(4) 都道及び都立公園の整備(管理を含む。) 並びに都が行う基盤整備の総合調整 (他の 

所管に属するものを除く。) に関すること。 

(5) 公共交通機関(コミュニティバスを含む。) に関すること。 

(6) 課内の庶務に関すること。 

(7) 部内の庶務及び調整に関すること。 

 

 都市計画係 

     (1) 都市計画に係る基本的な方針に関すること。 

(2) 協働による街づくりに関すること。 

(3) 都市計画による街づくりに関すること。 

(4) 地域地区の計画に関すること。 

(5) 地区計画に関すること。 

(6) 都市施設(下水道に係るものを除く。) の計画に関すること。 

(7) 都市計画施設(下水道に係るものを除く。) の事業認可申請及びその調整に関するこ 

と。 

(8) 市街地開発事業等の計画に関すること。 

(9) 都市景観に関すること。  

  

 地域整備係 

(1) 協調による街づくりに関すること。 

(2) 開発行為の同意及びその調整に関すること。 

(3) 住宅施策の企画(耐震改修促進計画を含む。) 及び推進に関すること。 

(4) 空き家(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

(5) 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成 31年東京都条例第 

30号)に基づく管理状況の届出の受理等に関すること。 

(6) 都営住宅(募集を除く。) 、公社住宅及び都市再生機構住宅に関すること。 

(7) 美術工芸品等に関すること。 

(8) 道路位置指定に関すること。 

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅地、優良住宅及び良質住 

宅の認定に関すること。 

(10) 東京都福祉のまちづくり条例(平成 7年東京都条例第 33号)に基づく整備基準適合証 

の交付等に関すること。 

(11) 土地区画整理事業特別会計の予算及び決算に関することその他土地区画整理事業に 

関すること。 

 

 

 

 

 



土木課 

    管理係 

(1) 道路、橋りょう、河川、水路及び道路予定地の管理に関すること。 

(2) 道路台帳に関すること。 

(3) 路線の認定、変更及び廃止に関すること。 

(4) 道路証明等に関すること。 

(5) 道路調整会議に関すること。 

(6) 道路及び排水管の占用許可に関すること。 

(7) 屋外広告物に関すること。 

(8) 道路附帯施設(カーブミラー、区画線及び標識を除く。次項において同じ。) の管理 

に関すること。 

(9) 用途廃止後の道路、水路敷等に関すること。 

(10) 私道の移管に関すること。 

(11) 道路境界及び水路境界の確定、確認及び証明に関すること。 

(12) 公共用地等の測量及び公共基準点に関すること。 

(13) 課内の庶務に関すること。 

     

   土木係 

(1) 道路、橋りょう、河川及び水路の新設、改良及び補修に係る計画、設計、施工及び監    

督に関すること。 

(2) 道路附帯施設の新設、改良及び補修に係る計画、設計、施工及び監督に関すること。 

(3) その他土木事業等の設計、施工及び監督に関すること。 

(4) 狭あい道路(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

(5) 公園、緑地、こども広場等の設計、施工及び監督に関すること。 

(6) 都が管理する河川の調整(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

 

  交通安全対策係 

(1) 交通安全対策の企画及び推進に関すること。 

(2) 交通安全対策審議会に関すること。 

(3) 交通災害共済に関すること。 

(4) カーブミラー、区画線及び標識の計画及び管理に関すること。 

(5) 放置自転車及び駐輪場(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

(6) 自転車等駐車対策協議会に関すること。 

 

建築課 

   庶務係 

     (1) 市有建築物及び附帯施設並びにこれらの設備(学校教育施設を除く。) の新築、改築 

等に係る設計、施工及び監督に関すること。 

(2) その他建築工事及び設備工事に関すること。 

(3) 課内の庶務に関すること。  

 

  下水道課 

   庶務係 

     (1) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。 

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。 

(3) 下水道使用料(東京都に委託する徴収事務を除く。) に関すること。 

(4) 下水道使用料審議会に関すること。 

(5) 下水道事業地方債に関すること。 



(6) 下水道に係る供用開始の公示に関すること。 

(7) 排水設備工事の検査及び指導に関すること。 

(8) 指定排水設備工事事業者に関すること。 

(9) 水洗化の普及及び促進に関すること。 

(10) 特定事業所及び流域接続口の水質検査に関すること。 

(11) 下水道事業の状況報告及び統計調査に関すること。 

(12) 課内の庶務に関すること。 

 

   業務係 

(1) 公共下水道事業の都市計画に関すること。 

(2) 下水道台帳に関すること。 

(3) 下水道の新設、維持等に係る設計、施工及び監督に関すること。 

(4) その他下水道工事に関すること。  

(5) 下水道施設の維持管理に関すること。 

(6) 下水道に係る開発事業の指導に関すること。 

(7) 流域下水道に関すること。 

(8) 民有地の雨水浸透施設(他の所管に属するものを除く。) に関すること。 

(9) 私道の下水道に関すること。 

 

  第７ 監査の結果 

     都市建設部の監査を実施した結果、監査対象事項について、おおむね適正に執行され 

ていると認められた。なお、当該対象事項に関し、改善等の必要が認められる事項につい  

て、以下に意見として要望する。 

 

意見（全課共通） 

◎ 個人情報の管理について 

個人情報を取り扱う各部署においては、該当する文書について東大和市保有個人情報管理 

  規定第１６条に基づき、施錠できる保管庫等でおおむね適正に管理していることを確認し 

た。引き続き、日常業務で取り扱う個人情報とともに、問合せ等により一時的に収集する個 

人情報についても適正かつ厳格に管理することを要望する。 

意見（関係課共通） 

土木課及び都市計画課の窓口において、市民等からの手数料等の支払いを現金で収受して 

いるが、釣り銭の準備がない状態である。この対応として「市民等につり銭のないようお願 

いする」、また、件数が少ないことから、職員がともに金融機関の派出所まで同行するなど 

としているとのことであった。 



  手数料等による金銭の授受が多い部署においては、つり銭を事前に用意するなどの対応 

 を取っている。 

また、新型コロナウイルスの感染症対策としての側面もあり、窓口での接触機会を減ら 

していくということから、手数料の支払いについて、キャッシュレスを導入する自治体も出 

てきている。 

今後、他の部署と同様につり銭を用意する形も考えられるが、市民の利便性等や現金の授 

受の安全面という観点から、そのほかの手法についても関連部署とも協議しながら検討を進 

めるよう要望する。 

 

  意見（各課） 

〈都市計画課〉 

１ 地域公共交通会議委員等の報償について 

    会議出席者への報償の受け取りの辞退者に確認のうえ、課としては会議出席に対する謝意 

を含めて、旅費相当額を旅費ではなく報償費から支払いを行っているとのことであった。 

   地方自治法第２０３条の２第１項に示されている、審議会等の委員等ではないが、東大和 

市職員の報酬等に関する条例を準用することも考慮し、報償の支払いについて検討するよう 

要望する。 

 

〈土木課〉 

１ 高齢者運転免許証自主返納支援事業について 

東大和市民の免許証の返納状況は、令和２年の１月～１２月までが４３２件、令和３年 

１月～１２月までが４２７件とのことであった。 

また、高齢者運転免許証自主返納支援事業に伴う、ちょこバス回数乗車券の配布について 

は、令和２年度は２１６件、令和３年度(１月末現在)は１８６件とのことであった。 

引き続き、高齢者対象の自転車交通安全教室をはじめ、関連機関とも連携してイベント等を    

はじめ様々な機会を通して、高齢者の安全運転など、交通事故対策の普及啓発に取り組むよう

要望する。 



２ バスの停留所について 

  令和２年度において、国土交通省関東運輸局による全国調査を行った結果では、当市にお 

いては、「バス停留所に停車した際に交差点の前後５メートルの範囲にその車体がかかるバ 

ス停留所」(Ｃランク)が市内に１０か所あるとの話であった。横断歩道の移動の難しさや道 

路の形状から交差点付近に停留所を設置せざるを得ない状況もあり、ちょこバスにおいては、 

運転手による目視などを行ってはいるが、その対策は中々困難であるとのことであった。 

痛ましい事故が起こらないよう関係機関とも引き続き調整され、適切な対応を図るよう要 

望する。 

  

〈建築課〉 

１ 施設の保全について 

当市においての施設改修の実施は、経年劣化などによる不具合が発生してから行うことが 

多く、築年数の経過とともに老朽化が進み保全が追いつかない状況とのことであった。 

施設の長寿命化のため、また施設運営上、適切な機能・性能を確保できるよう各施設管理者 

とも連携を図りながら、できる限り計画的な予防保全に取り組むよう要望する。 

 

〈下水道課〉 

１ 下水道事業の業務状況について 

下水道事業に関し、地方公営企業法第４０条の２第１項及び東大和市下水道事業の設置等 

に関する条例第９条に基づき、業務の状況について上半期と下半期の年２回作成し、公表さ 

れている。 

下水道事業は、地方公営企業会計の適用により、 経営内容の明確化が求められるため、 

  ホームページ等を活用し、事業の概況、経理の状況、事業の経営方針等を記載した業務状況 

  の公表についても進めるよう要望する。 

 

 



 

監 査 の 着 眼 点 

 

Ⅰ財務事務監査の着眼点 

１ 共通的事項  

(１) 予算の執行  

① 予算の執行は、計画的、経済的及び効率的に行われているか。  

② 適正な権限者が決定し、手続等は適正か。 

③ 会計区分、年度区分及び予算科目は適正か。  

④ 継続費、繰越明許費の手続に誤りはないか。  

⑤ 収支の振替及び更正手続は適正か。  

⑥ 多額の不用額を残していないか。  

⑦ 会計年度独立の原則は守られているか。  

⑧ 出納閉鎖期間は厳守されているか。  

(２) その他  

① 事務処理は、法令等に違反していないか。  

② 計数に違算はないか。 

③ 各種帳簿、書類は法令等に基づいた様式が使用されているか。また、整理保存は適切

か。  

④ 文書全般の処理方法は適正に行われているか。  

⑤ 監査等における指摘事項等について、検討又は改善がなされているか。  

 

２ 収入事務  

(１) 調定事務  

① 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。  

② 調定の時期、手続等は適正か。  

③ 前年度収入未済額は、確実に調定の繰越しがなされており、時期は適正か。  

④ 前渡金の保管、取扱いは適切か。  

(２) 徴収事務  

① 納入の通知は適正に行われているか。  

② 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。  

(３) 滞納整理事務  

① 不納欠損処分は適時、かつ厳正に行われているか。  

 

 ３ 市税等 

(１) 台帳、根拠書類は適切に整備、保存しているか。  

（２）納税義務者、課税客体を的確に把握しているか。  

（３）非課税、減免等の取扱い及び手続は、法令等に基づいて適正に行われているか。  

 

４ 支出事務  

(１) 支出一般  

① 不正、不当、不経済な支出はないか。  

② 予算目的に反する支出はないか。  

③ 予算流用、予備費充当の手続及び時期は適正か。  

④ 支払時期、相手方は適正か。  

別紙１ 



⑤ 支出の特例による支払方法（資金前渡、概算払等）及び精算の手続は適時、適正に行

われているか。  

(２) 補助金等事務  

① 事業計画書、予算書及び決算諸表と市長に提出された補助金の交付申請書、実績報告

書は合致しているか。  

   ② 補助対象に要綱等で定められていない経費が含まれていないか。また、補助目的以外

に使用されていないか。 

   ③ 補助金交付申請書及び実績報告書において、要綱等で定められた書類が不備なく提出

されているか。 

④ 補助金の交付申請書の提出時期、請求及び受領は適時に行われているか。  

⑤ 補助事業は補助の目的に沿って適正に行われているか。  

⑥ 補助金に係る会計経理は適正か。  

⑦ 補助効果の点から整理すべきものはないか。  

(３) 委託料  

① 委託内容の履行確認及び支出時期は適正か。  

(４) 工事請負費の支出 

① 竣工検査は確実に行われているか。また、工事請負の事実のないものはないか。 

② 請負代金の支払は契約書の金額と符合しているか。また、契約書に定められた 

期間内に支払われているか。 

③ 検査完了以前に支払をしているものはないか。 

 

５ 契約事務  

(１) 契約の方法及び手続  

① 入札依頼に関する諸手続は適正、かつ公正に行われているか。  

② 仕様書は適切に作成されているか。  

③ 契約発注及び契約変更の時期は適切か。  

④ 一者特命随意契約の場合、その理由は適正か。  

(２) 契約締結  

① 議会の議決を要する契約について、議決前に着手しているものはないか。  

② 権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。  

③ 契約書、見積書等関係書類は確実かつ的確に整備されているか。  

④ 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、適正に消印されているか。   

⑤ 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、

概算払等の特約は適切か。  

⑥ 追加契約あるいは設計変更による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内

容は適切か。  

(３) 契約の履行  

① 履行期限は守られているか。 

② 完了報告書が提出されているか。また、その時期は適正か。  

③ 契約前に着手しているものはないか。  

④ 履行の確認は確実にされているか。  

⑤ 検査の実施時期に遅れはないか。  

 

６ 財産管理事務  

 (１) 公有財産 

① 財産の取得及び処分の手続、相手方、時期、価格は適切及び適正か。  



② 財産の維持管理は適切にされているか。  

③ 貸付あるいは使用許可を与えている場合の理由、期間、条件、貸付（使用）料は適正か。 

(２) 債権 

① 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確

に把握されているか。 

② 債務の確実な履行を担保する手段（担保、連帯保証人等の設定）は確実に講じられてい

るか。 

③ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行わ

れているか。 

④ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当

の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられ

ているか。 

⑤ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めると

ころによりなされているか。 

⑥ 債権の記録は適切に行われているか。 

 

Ⅱ行政監査の着眼点 

１ 基本的事項 

（１）基本的視点 

① 事務事業の執行に当たっては、市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上

に努めているか。 

② 社会情勢や行政需要の変化への対応はなされているか。 

③ 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか｡ 

④ 事務の執行は、法令等に基づいて適正に行われているか。 

⑤ 各部署間の連携、整合性、総合性がとれ、公平性、信頼性が確保されているか。 

 

２ 計画策定 

（１）計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織が十分検

討され、また、関係部署間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。 

（２）基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。 

（３）費用対効果、経済性は十分検討されているか。 

（４）法令等に基づいた計画内容となっているか。 

（５）市民等との調整は、十分行われているか。 

（６）計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化を踏まえて、その修正原因を十分調査・検討

の上適切に行われているか。 

 

３ 規制行政 

（１）許認可事務は、法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。 

（２）必要に応じ立入調査等は実施されているか。 

 

４ 助成行政 

（１）共通事項 

① 助成行政（社会福祉、保健、保育、教育、産業振興の充実のため市民に対し財・サービ

スを提供する行政）に係る運用基準、要綱等は制度の目的に合致して整備されているか。 

② 助成行政の運用は公正円滑に行われ、計画的かつ効率的に行われているか。また、申請

手続(申請書類等)は必要最小限であるか等、市民の利便性を考慮したものとなっている



か。 

③ 助成行政の見直しは、社会情勢や行政需要の変化を踏まえ適時に行われているか。 

④ 助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なもの

について問題点が把握され、解決について努力されているか。 

⑤ 助成行政における各種の制度についての市民への広報・広聴は適切になされているか。 

⑥ プライバシーの保護について十分配慮されているか。 

（２）補助金、貸付金等 

① 事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。 

② 補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。 

③ 行政の守備範囲と補助対象団体等の守備範囲は区分されているか。 

④ 補助対象事業と補助対象団体の独自の事業との区別が明確になっているか。 

⑤ 補助金等の交付団体に対する指導・監督は、適切に行われているか。 

⑥ 補助金等で、効果に疑問のあるものはないか。 

 

５ 人事・組織等の管理 

（１）事務管理 

① 事務事業の進行管理は、効率的かつ適切に行われているか。 

② 従来の事務処理方法を踏襲しているため、非効率的になっていないか。 

③ 職務権限が明確でないため、事務処理が滞る事態が起きていないか。 

④ 決裁区分は妥当か、必要な合議が行われているか。 

（２）人事管理 

① 職員の事務（業務）配分、業務量は適切か。 

② 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。 

（３）組織管理 

① 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。 

② 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。 

③ 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えすることによ

り、能率的、効率的になるものはないか。 

（４）外部委託化 

① 外部委託化することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。 

② 市が直接実施するよりも民間部門のサービスや市民の自主的な活動によった方が効果

的なものはないか。 

③ 外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。 

④ 受託業者が、受託業務を契約内容に反して他の業者へ再委託しているものはないか。 

 

 ６ 情報セキュリティ 

 （１）情報セキュリティ対策は、情報セキュリティポリシーに基づき適切に行われている か。

特に、個人番号をはじめとする個人情報に係る取扱いは、適正かつ適切に行われているか。 

（２）電算機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制が作られているか。 

 

７ 広報 

（１）事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び市民に周知

徹底されているか。 

（２）広報の内容は、正確で市民に分かりやすく、表現は適切か。 

（３）有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はない

か。 


